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「社会福祉法人 千年会」事業継続計画（ＢＣＰ） 
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１．事業継続のための基本方針 

 当法人は、大規模災害等の発生時に次の基本方針に従い、事業を適切に実施することとし

ます。 

（１）人命、安全の確保 

   当法人のサービスを利用している人、職員及びその家族の安否確認、安全の確保 

  を最優先事項とします。 

（２）サービスの継続的な提供 

当法人のサービスを利用している人に対し、サービスを継続的に提供できるよう 

   にする。 

（３）社会的責務の履行 

弘前市などの行政機関等と連携し、福祉避難所の設置・運営を行います。 

 

 

２．想定する緊急事態の被害及び事業への影響予想 

２．１．大規模地震の発生 

   震度６強の揺れを観測したと想定する。 

  

 ２．２．大規模地震時の経営資源に対する被害想定 

  大規模地震の発生、感染症流行時における経営資源の被害を以下のように想定する。 

大規模地震の発生による被害想定 

人員 

震度６強のうち強度の地震動に見舞われる地域に居住する職員は、１
０％が長期（７日以上～時期不明）出勤不能、４０％が短期（４日～６
日）出勤不能、５０％は即応（３日以内）出勤可能。 

 震度５強のうち弱度の地震動に見舞われる地域に居住する職員は、 

２０％が短期出勤不能、８０％が即応出勤可能。 

 震度５弱以下の地震動に見舞われる地域に居住する職員は、１０％が短
期出勤不能、９０％が即応出勤可能。 

施設 

千年園の壁等にひびが入るが大きな損傷は見られず。 

床暖房用ボイラーは配管等に損傷がみられるため、当分の間使用を断念
する。 非常放送システムが故障し、使用できなくなる。 

資材 
千年園で使用するオムツなどの消耗品、医薬品の調達が困難となる。 

 食料などの調達が困難となる。 

ライフ 

ライン 

 電気供給がされず、自家発電機により一部でしか使用できないため、調
理が困難となる。 

資金 

金融機関の麻痺により、資金調達や決済が困難となる。 

利用減少または事業の中止に伴い、深刻な収入減が生じる可能性があ
る。 

情報 

 サーバー及びパソコンが利用できない。 

発災当初、携帯電話の利用が困難となり、固定電話、公衆電話での情報
収集・発信となる。 

その他 

 電気供給の不備や通信手段の喪失により、福祉サービスの継続が困難と
なる。 

 公用車に大きな被害はみられないが、道路に地割れ等がおきているた
め、車での移動は大きな制約を受ける。 
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◎大規模地震発生直後のフロー 

時期 施設内の対応 施設以外の対応 

直 

 

後 

１）利用者、職員の安全確保 

２）人員状況の報告、負傷者の対応 

３）建物内外の被害状況調査 

４）災害対策会議の開催 

５）「施設内滞在」か「施設外避難」かの判断 

５）-１ 

 

 

 

 

 

５）-２ 

 

 

 

 

６）ラジオ等で付近の情報収集 

７）通所、短期入所、当日の利用者の帰宅及び一時帰宅の 

判断 

８）在宅利用者の安否確認 

９）各設備業者への連絡 

１０）ライフラインの一時確保 

     ・ガス： 

     ・水道： 

     ・電気： 

１１）非常食の確保（別紙） 

１２）防災用品及び生活用品の確保 

１３）利用者家族への情報提供 

１４）災害対策会議の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     障害者の受け入れ 

       （依頼） 

 

 

 

 

 

・東北電気保安協会 

・ 

・ 

３ 

日 

後 

１）支援要請 

① 担当者の確認 

② 自施設の状況確認（人員・物資） 

③ 依頼内容の検討 

・弘前市役所障害福祉課 

   ４０－７０３６ 

・青森県庁 

   ０１７－－ 

４ 

日 

以 

降 

１）応援人員等の受け入れ  

①  自施設の状況説明 

② 具体的応援内容の指示 

④  支援物資の受け入れ 

 

 

 

 

 

施設内で滞在する場合 

① トイレ、照明対策 

② 備蓄品による食事の提供等 

③ 参集職員の確認とシフトの検討 

④ 通所、短期入所事業の継続の判断 

⑤ 特別避難場所の開設 

建物倒壊や火災等施設外への避難 

① 避難先の決定 

② 避難用車両の確保 

③ 運転・添乗職員の確保 

④ 移送トリアージ 


